
 1 

平成２８年１２月２２日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 過誤納金請求事件 

口頭弁論終結日 平成２８年９月２０日 

 

判     決 

原告         Ｘ株式会社 

被告         国 

 

主     文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

被告は、原告に対し、４７万７８７４円を支払え。 

第２ 事案の概要 

本件は、原告が、被告が主張する原告の未納国税のうち、源泉所得税（不納

付加算税及び延滞税を含む。）並びに法人税（延滞税）の一部は消滅時効又は免

除により、平成１１年度以前の源泉所得税、法人税及び消費税（不納付加算税

及び延滞税を含む。以下「源泉所得税等」という。）は滞納処分の執行の停止に

より、それぞれ納付義務が消滅しているから、実際に納付すべきであった税額

は別紙のとおり４２４万２８００円であるにもかかわらず、原告は平成２４年

４月以降に源泉所得税等として４７２万０６７４円を納付したから、被告はそ

の差額分について原告に還付する義務がある等と主張して、被告に対し、公法

上の不当利得返還請求として、４７万７８７４円の支払を求める事案である。 

１ 関係法令の定め 
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（１） 国税に係る過誤納金に関する定め 

国税局長、税務署長又は税関長は、国税に係る過誤納金があるときは、

遅滞なく、金銭で還付しなければならない（国税通則法（以下「通則法」

という。）５６条１項）。 

（２） 国税の徴収を目的とする国の権利（以下「国税徴収権」という。）の時効

に関する定め 

ア 国税徴収権は、その国税の法定納期限から５年間行使しないことによ

って、時効により消滅する（通則法７２条１項）。 

イ 国税徴収権の時効については、通則法第７章第２節に別段の定めがあ

るものを除き、民法の規定を準用する（通則法７２条３項）。 

ウ 国税徴収権の時効は、以下の処分に係る部分の国税について、その処

分の効力が生じた時に中断し、以下に掲げる期間を経過した時から更に

進行する（通則法７３条１項）。 

（ア） （略）（１号、２号） 

（イ） 納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限まで 

の期間（３号） 

（ウ） 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算し 

て１０日を経過した日までの期間（４号） 

（エ） 交付要求 その交付要求がされている期間（５号） 

（３） 国税の徴収に係る差押えに関する定め 

ア 徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し

なければならない（国税徴収法（以下「徴収法」という。）５４条）。 

イ 上記アの差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印しな

ければならない（国税徴収法施行令（以下「徴収法施行令」という。）２

１条１項）。 

（ア） 滞納者の氏名及び住所又は居所（１号） 
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（イ） 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額（２号） 

（ウ） 差押財産の名称、数量、性質及び所在（３号） 

（エ） 作成年月日（４号） 

ウ 徴収職員は、滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提

供した場合において、その財産を差し押さえたときは、差押財産の全部

又は一部について、その差押えを解除することができる（徴収法７９条

２項２号）。 

（４） 国税の滞納処分の執行の停止に関する定め 

ア 税務署長は、滞納者につき、滞納処分を執行することができる財産が

ないと認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる（徴収法

１５３条１項１号（平成２４年法律第１６号による改正前のもの。以下、

同項について同じ。）。 

イ 税務署長は、上記アの規定により滞納処分の執行を停止したときは、

その旨を滞納者に通知しなければならない（徴収法１５３条２項）。 

ウ 上記アの規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、

その執行の停止が３年間継続したときは、消滅する（徴収法１５３条４

項）。 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実） 

（１） 原告は、宅地建物取引等を業として行う株式会社である。 

（２） 京橋税務署長は、平成２６年１月２２日付けで、同日の時点における原

告の滞納国税（国が消費税の徴収の例によりこれと併せて徴収するものと

される地方消費税の滞納税を含む。以下同じ。）その他の未納の租税及びそ

の税額を以下のとおりとする未納額明細票を作成した（甲１）。 

ア 源泉所得税（不納付加算税及び確定した延滞税を含む。）の税額 

（ア） 課税期間を昭和５９年１月から１２月までとし、納税の告知に指
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定された納期限を昭和６０年９月３０日とするもの（以下「本件源

泉所得税１」という。なお、本件源泉所得税１の法定納期限は昭和

５９年７月１０日及び昭和６０年１月１０日である（乙１の１）。） 

４６万６３００円 

（イ） 課税期間を昭和６０年１月から６月までとし、納税の告知に指定

された納期限を昭和６０年９月３０日とするもの（以下「本件源泉

所得税２」という。なお、本件源泉所得税２の法定納期限は昭和６

０年７月１０日である（乙１の２）。） 

２５０万５５００円 

（ウ） 課税期間を昭和６０年１月から６月までとし、納税の告知に指定

された納期限を平成元年７月５日とするもの（以下「本件源泉所得

税３」という。なお、本件源泉所得税３の法定納期限は昭和６０年

７月１０日である（乙１８の１）。） 

７万８７００円 

（エ） 課税期間を昭和６０年７月から１２月までとし、納税の告知に指

定された納期限を昭和６１年７月２日とするもの（以下「本件源泉

所得税４」という。なお、本件源泉所得税４の法定納期限は昭和６

１年１月１０日である（乙１８の２）。） 

１９６万１４００円 

（オ） 課税期間を平成４年１月から６月までとし、納税の告知に指定さ

れた納期限を平成４年９月３０日とするもの（以下「本件源泉所得

税５」という。なお、本件源泉所得税５の法定納期限は平成４年７

月１０日である（乙１８の３）。） 

４万３０００円 

（カ） 課税期間を平成４年７月から１２月までとし、納税の告知に指定

された納期限を平成５年３月２６日とするもの（以下「本件源泉所
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得税６」という。なお、本件源泉所得税６の法定納期限は平成５年

１月１１日である（乙１８の４）。） 

４万５５００円 

（キ） 課税期間を平成５年１月から６月まで及び平成６年１月から平成

７年６月までとし、納税の告知に指定された納期限を平成７年１２

月２８日とするもの（以下「本件源泉所得税７」という。なお、本

件源泉所得税７の法定納期限は平成５年７月１２日、平成６年７月

１１日、平成７年１月１０日及び同年７月１０日である（乙１８の

５）。） 

２５９万９３５８円及び納付までの延滞税 

（ク） 課税期間を平成５年１２月とし、納税の告知に指定された納期限

を平成６年７月２９日とするもの（以下「本件源泉所得税８」とい

う。なお、本件源泉所得税８の法定納期限は平成６年１月１０日で

ある（乙１８の６）。） 

２５１万０８００円 

（ケ） 課税期間を平成７年１月から６月までとし、納税の告知に指定さ

れた納期限を平成８年３月２８日とするもの（以下「本件源泉所得

税９」という。なお、本件源泉所得税９の法定納期限は平成７年７

月１０日である（乙１８の７）。） 

１１００円 

（コ） 課税期間を平成７年７月から１２月までとし、納税の告知に指定

された納期限を平成８年７月２６日とするもの（以下「本件源泉所

得税１０」という。なお、本件源泉所得税１０の法定納期限は平成

８年１月１０日である（乙１８の８）。） 

８５万０１８０円及び納付までの延滞税 

（サ） 課税期間を平成８年１月から６月までとし、納税の告知に指定さ
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れた納期限を平成８年１２月２７日とするもの（以下「本件源泉所

得税１１」という。なお、本件源泉所得税１１の法定納期限は平成

８年７月１０日である（乙１８の９）。） 

６３万７９０２円及び納付までの延滞税 

イ 法人税（確定した延滞税）の税額 

（ア） 課税年度を昭和６２年９月１日から昭和６３年８月３１日まで（以

下「昭和６２年度」といい、他の年度についても当該年度の９月１

日から翌年の８月３１日までを当該年度として同様に表記する。）と

し、納期限を昭和６３年１０月３１日とするもの（以下「本件法人

税１」という。） 

１３万９０００円 

（イ） 課税年度を昭和６３年度とし、納期限を平成元年５月１日とする

もの（以下「本件法人税２」という。） 

４万０５００円 

（ウ） 課税年度を平成元年度とし、納期限を平成２年５月１日とするも

の（以下「本件法人税３」という。） 

２万０１００円 

（エ） 課税年度を平成２年度とし、納期限を平成３年１０月３１日とす

るもの（以下「本件法人税４」という。） 

１６０万９１００円 

ウ 消費税（確定した延滞税。納期限を平成９年１０月３１日以降とする

ものは地方消費税の確定した延滞税を含む。）の税額 

（ア） 課税年度を平成２年度とし、納期限を平成３年１０月３１日とす

るもの ９７万４３００円 

（イ） 課税年度を平成３年度とし、納期限を平成４年４月３０日とする

もの １１万８４００円 
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（ウ） 課税年度を平成４年度とし、納期限を平成５年１１月１日とする

もの ４３万５５００円 

（エ） 課税年度を平成５年度とし、納期限を平成６年５月２日とするも

の ２３万７１００円 

（オ） 課税年度を平成５年度とし、納期限を平成６年１０月３１日とす

るもの １４万５３００円 

（カ） 課税年度を平成６年度とし、納期限を平成７年１０月３１日とす

るもの ４９万９１００円 

（キ） 課税年度を平成７年度とし、納期限を平成８年４月３０日とする

もの ２２万７４００円 

（ク） 課税年度を平成７年度とし、納期限を平成８年１０月３１日とす

るもの ２０万０６００円 

（ケ） 課税年度を平成８年度とし、納期限を平成９年４月３０日とする

もの ２０万０９００円 

（コ） 課税年度を平成８年度とし、納期限を平成９年１０月３１日とす

るもの ４０万２６００円 

（サ） 課税年度を平成９年度とし、納期限を平成１０年４月３０日とす

るもの ３１万４６００円 

（シ） 課税年度を平成９年度とし、納期限を平成１０年１１月２日とす

るもの ６９万８７００円 

（ス） 課税年度を平成９年度とし、納期限を平成１１年４月１６日とす

るもの ２７万５４００円 

（セ） 課税年度を平成１０年度とし、納期限を平成１１年４月３０日と

するもの ５７万１０００円 

（ソ） 課税年度を平成１０年度とし、納期限を平成１１年１１月１日と

するもの ４９万０２００円 



 8 

（タ） 課税年度を平成１１年度とし、納期限を平成１２年５月１日とす

るもの ５１万１９００円 

（チ） 課税年度を平成１１年度とし、納期限を平成１２年１０月３１日

とするもの ５１万３６００円 

（ツ） 課税年度を平成１２年度とし、納期限を平成１３年５月１日とす

るもの ４９万６９００円 

（テ） 課税年度を平成１２年度とし、納期限を平成１３年１０月３１日

とするもの ６６万０６００円 

（ト） 課税年度を平成１３年度とし、納期限を平成１４年４月３０日と

するもの ６２万６１００円 

（ナ） 課税年度を平成１３年度とし、納期限を平成１４年１０月３１日

とするもの ４１万９１００円 

（ニ） 課税年度を平成１４年度とし、納期限を平成１５年４月３０日と

するもの ５２万８７００円 

（ヌ） 課税年度を平成１４年度とし、納期限を平成１５年１０月３１日

とするもの ２５万９８００円 

（ネ） 課税年度を平成１５年度とし、納期限を平成１６年４月３０日と

するもの ３１万円 

（ノ） 課税年度を平成１６年度とし、納期限を平成１７年１０月３１日

とするもの ２７万５２００円 

（ハ） 課税年度を平成１７年度とし、納期限を平成１８年１０月３１日

とするもの ２８万０７００円 

（ヒ） 課税年度を平成１８年度とし、納期限を平成１９年１０月３１日

とするもの １１万２０００円 

（フ） 課税年度を平成１９年度とし、納期限を平成２０年１０月３１日

とするもの １２万５６００円 
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（ヘ） 課税年度を平成２０年度とし、納期限を平成２１年１１月２日と

するもの ８万６３００円 

（ホ） 課税年度を平成２１年度とし、納期限を平成２２年１１月１日と

するもの ４万４０００円 

（マ） 課税年度を平成２２年度とし、納期限を平成２３年１０月３１日

とするもの １万７８００円 

エ 合計 

上記アないしウの各税額の総額は、２４５６万７８４０円及び納付まで

の延滞税である。 

（３） 原告は、平成２７年１０月３０日、本件訴訟を提起した（顕著な事実）。 

２ 争点 

本件の争点は、①原告による平成２４年４月以降の源泉所得税等の納付に係

る被告の利得及び原告の損失（納付額）、②その納付額に係る法律上の原因の有

無（納付義務の存否）であり、これらに関する具体的な争点は、以下のとおり

である（次の（１）が上記①（納付額）に対応し、次の（２）ないし（４）が

上記②（納付義務の存否）に対応する。）。 

（１） 原告が平成２４年４月以降に源泉所得税等として納付した額（争点（１）） 

（２） 本件源泉所得税１ないし１１及び本件法人税１の納付義務に係る消滅時

効の成否（争点（２）） 

（３） 本件源泉所得税１ないし１１の納付義務に係る免除の可否等（争点（３）） 

（４） 平成１１年度以前の源泉所得税等の納付義務に係る滞納処分の執行の停

止の有無（争点（４）） 

３ 争点に関する当事者の主張の要旨 

（１） 争点（１）（原告が平成２４年４月以降に源泉所得税等として納付した額）

について 

（原告の主張の要旨） 



 10 

原告は、平成２４年４月以降、源泉所得税等として、合計４７２万０６

７４円を納付した。 

一般に、処分の適法性については、被告である行政機関に主張立証責任

があるから、過誤納金返還請求訴訟においても同様に、過誤納金の存否に

係る事実の全般につき、被告に主張立証責任がある。 

（被告の主張の要旨） 

原告が平成２４年４月以降に源泉所得税等として納付した額（原告の滞

納国税に対して還付金が充当された額も含む。以下同じ。）は、合計４６６

万７５５５円である。 

過誤納金返還請求権の法的性質は、公法上の不当利得返還請求権である

から、立証責任は不当利得返還請求訴訟と同様に考えられる。したがって、

原告は、①被告の利得及び原告の損失（両者の因果関係を含む。）並びに②

被告の利得が法律上の原因に基づかないものであることについて主張立証

責任を負担するから、原告において自ら納付した額（上記①）を主張立証

すべきである。 

（２） 争点（２）（本件源泉所得税１ないし１１及び本件法人税１の納付義務に

係る消滅時効の成否）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 本件源泉所得税１ないし１１及び本件法人税１の徴収権は、発生から

５年が経過しているから、時効により消滅した。 

イ 被告は、差押処分等によって時効が中断したと主張するが、平成８年

６月５日に解除された差押処分によって差し押さえられていた本件源泉

所得税１、２及び４並びに本件法人税１の徴収権は、時効の中断がなか

ったことになり（民法１５４条）、時効により消滅した。 

（被告の主張の要旨） 

ア 被告は、本件源泉所得税１ないし１１及び本件法人税１の徴収権につ
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いて、納税の告知及び督促を経て差押処分ないし交付要求処分等を行っ

ており、現在も消滅時効の進行は停止している。 

イ 差押えの解除は、その取消しと異なり、差押えによる処分禁止の効力

を将来に向かってのみ失わせるものであるから、本件源泉所得税１、２

及び４並びに本件法人税１の徴収権についても、消滅時効の進行は停止

している。 

（３） 争点（３）（本件源泉所得税１ないし１１の納付義務に係る免除の可否等）

について 

（原告の主張の要旨） 

税務署は、納税者が税金を滞納したときには、差押えをして徴収するこ

とが義務付けられているが、税務署が、滞納された国税を事実上請求しな

くなるということは日常的に行われているものであり、これは法律的には

滞納国税の免除というべきである。免除は、納税者に対して不利益を与え

るものではないため、法律の規定に基づいて行わなければならないもので

はない。 

原告代表者は、平成１２年３月頃、京橋税務署を訪れ、滞納税金の減免

を要請した。その後、京橋税務署職員は、同年１２月１１日、分割納付の

協議に訪れた原告代表者に対し、「消費税の完納を条件に源泉所得税を免除

する」ことを約束し、原告は、平成２４年３月、消費税の本税を完納した。 

したがって、本件源泉所得税１ないし１１は、免除により消滅した。 

（被告の主張の要旨） 

納税義務の免除は、法律の根拠があり、かつ、法律の定める要件を満た

す場合にのみ認められるものであるところ、「消費税の完納を条件に源泉所

得税を免除する」ことを規定した法令は存在しないし、国税の徴収実務に

おいても、法令の規定に基づかない免除を行うことはあり得ない。したが

って、税務官庁と納税者との契約等により租税債権を免除するがごときこ
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とが許されないのは明らかである。 

また、そもそも、京橋税務署の徴収職員が、平成１２年３月頃に、原告

代表者から納税相談を受けた事実及び滞納税金の減免を要請された事実は

なく、また、原告の主張する日時に、京橋税務署職員が原告が主張するよ

うな約束をした事実もない。 

（４） 争点（４）（平成１１年度以前の源泉所得税等の納付義務に係る滞納処分

の執行の停止の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

京橋税務署の職員は、平成２３年１月１３日、原告の平成１１年度以前

の源泉所得税等について、徴収法１５３条１項の規定により滞納処分の執

行の停止の手続を行い、平成２３年１月１３日付けの差押調書の謄本（甲

２。以下「本件差押調書」という。）の送達により、同条２項の執行停止の

通知をした。 

国税庁長官が平成１２年６月３０日に発出した「滞納処分の停止に関す

る取扱いについて（事務運営指針）」（甲５。以下「本件指針」という。）に

よれば、「滞納処分着手後５年以上経過しているとき（滞納国税…に相当す

る価額の財産を差し押さえている場合、交付要求により滞納国税に相当す

る配当が見込まれる場合…を除く。）」は原則として滞納処分の執行の停止

が相当な事案（以下「停止相当事案」という。）として事務処理を行うとさ

れており、本件はこの場合の停止相当事案に該当すると解されるから、本

件について滞納処分の執行の停止の手続を行うことは不可能ではないし、

差押調書の滞納税金目録には、その時点で滞納している国税の全部が記載

されるから、本件差押調書に平成１１年度以前の源泉所得税等が記載され

ていないことは、その時点において平成１１年度以前の源泉所得税等の納

付義務が消滅していたことを示すものである。 

したがって、平成１１年度以前の源泉所得税等の納付義務は、徴収手続
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の執行の停止が３年間継続した後の平成２６年１月１３日に消滅した。 

（被告の主張の要旨） 

京橋税務署長ないし東京国税局長が原告の主張するような滞納処分の執

行の停止をした事実はない。 

本件指針においても、滞納者の財産について強制換価手続が行われ、執

行機関に対する交付要求（二重差押え等を含む。）をしている場合で、これ

らの執行機関からの配当を受ける見込みがあるときには、原則として滞納

処分の停止を行わないこととされているところ、本件においては二重差押

処分及び交付要求処分によって配当を生ずる見込みがあったから、本件指

針における滞納処分の停止の要件を満たしていない。また、本件差押調書

は、国税徴収法５４条の規定によって作成されたものであって、滞納処分

の停止の通知ではなく、平成２３年１月１３日付けの差押処分は、同日以

前に既に行われていた差押処分により保全されていない滞納国税を徴収す

るために行ったものであるところ、平成１１年度以前の源泉所得税等は既

に差押えの対象となっていたから、同処分の目的にはなっておらず、本件

差押調書に記載がないのは当然である。 

したがって、平成１１年度以前の源泉所得税等の納付義務に係る執行の

停止がされたことはなく、その納付義務は消滅していない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認め

られる。 

（１） 京橋税務署長は、原告に対し、本件源泉所得税１ないし１１について法

定納期限までに納付がなかったことから、納税の告知を行ったが、原告は、

前記前提事実（２）ア（ア）ないし（サ）の納税の告知に指定された納期

限までに本件源泉所得税１ないし１１を納付しなかった（弁論の全趣旨）。 
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（２） 京橋税務署長は、本件源泉所得税１ないし１１につき、以下の各項に掲

げる日に、原告に対し、それぞれ督促状の発出により納付の督促をした。 

ア 本件源泉所得税１及び２ 昭和６０年１０月１７日（乙１の１及び２） 

イ 本件源泉所得税３ 平成元年８月１日（乙１８の１） 

ウ 本件源泉所得税４ 昭和６１年７月１８日（乙１８の２） 

エ 本件源泉所得税５ 平成４年１０月２２日（乙１８の３） 

オ 本件源泉所得税６ 平成５年４月２８日（乙１８の４） 

カ 本件源泉所得税７ 平成８年１月２６日（乙１８の５） 

キ 本件源泉所得税８ 平成６年８月３０日（乙１８の６） 

ク 本件源泉所得税９ 平成８年６月２６日（乙１８の７） 

ケ 本件源泉所得税１０ 平成８年８月２９日（乙１８の８） 

コ 本件源泉所得税１１ 平成９年１月２９日（乙１８の９） 

（３） 京橋税務署長は、本件法人税１につき、その法定納期限である昭和６３

年１０月３１日までに納付がなかったことから、昭和６３年１１月２５日、

原告に対し、督促状の発出により納付の督促をした（乙１９）。 

（４） 京橋税務署長は、昭和６３年１１月１４日、原告の滞納国税（本件源泉

所得税１、２及び４）を徴収するため、原告を加入権者とする電話加入権

（以下「本件電話加入権」という。）を差し押さえ（以下「本件差押処分１」

という。）、同月１５日、Ａ株式会社に対し、差押通知書を送達した（乙２

の１及び２）。 

（５） 京橋税務署長は、平成元年１月１９日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税１、２及び４並びに本件法人税１）を徴収するため、原告が宅地建物取

引業者営業保証金として供託した有価証券（割引国庫債券１００万円券３

枚）の取戻請求権（以下「本件債権１」という。）を差し押さえ（以下「本

件差押処分２」という。）、同月２０日、東京法務局供託官に対し、債権差

押通知書を送達した（乙３の１及び２）。 
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（６） 京橋税務署長は、平成２年４月１３日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税１ないし４、本件法人税１及び２等）を徴収するため、原告が宅地建物

取引業者営業保証金として供託した有価証券（割引国庫債券１００万円券

７枚）の取戻請求権（以下「本件債権２」という。）を差し押さえ（以下「本

件差押処分３」という。）、同月２５日、東京法務局供託官に対し、債権差

押通知書を送達した（乙４の１及び２、弁論の全趣旨）。 

（７） 京橋税務署長は、平成７年８月１１日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税３、５、６及び８、本件法人税２ないし４並びに消費税）を徴収するた

め、本件債権１について、本件差押処分２の執行機関である同税務署長に

対して交付要求を行い（以下「本件交付要求処分１」という。）、同日、同

執行機関に対し、交付要求書を送達した（乙５の１及び３）。 

（８） 京橋税務署長は、平成７年８月１１日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税５、６及び８、本件法人税３及び４並びに消費税）を徴収するため、本

伴債権２について、本件差押処分３の執行機関である同税務署長に対して

交付要求を行い（以下「本件交付要求処分２」という。）、同日、同執行機

関に対し、交付要求書を送達した（乙５の２及び４）。 

（９） 京橋税務署長は、平成７年８月１１日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税３、５、６及び８、本件法人税１ないし４並びに消費税）を徴収するた

め、本件電話加入権について、本件差押処分１の執行機関である同税務署

長に対し、参加差押えを行い（以下「本件参加差押処分」という。）、同月

１４日、Ａ株式会社に対し、参加差押通知書を送達した（乙６の１及び２）。 

（10） 京橋税務署長は、原告から、本件差押処分２に係る有価証券について、

新たに供託する有価証券と差し替えたいとの要望を受け、平成８年６月５

日、本件差押処分２を解除し、同月１４日、原告の滞納国税（本件源泉所

得税１、２及び４並びに本件法人税１）を徴収するため、原告が宅地建物

取引業者営業保証金として新たに供託した有価証券（割引国庫債券３００
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万円券１枚）の取戻請求権（以下「本件債権３」という。）を差し押さえ（以

下「本件差押処分４」という。）、同月１７日、東京法務局供託官に対し、

債権差押通知書を送達した（乙７、８の１及び２）。 

（11） 京橋税務署長は、平成８年６月２７日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税３及び５ないし８、本件法人税２ないし４並びに前記前提事実（２）ウ

（ア）ないし（キ）の消費税）を徴収するため、本件債権３について、本

件差押処分４の執行機関である同税務署長に対して交付要求を行い（以下

「本件交付要求処分３」という。）、同日、同執行機関に対し、交付要求書

を送達した（乙９の１及び２）。 

（12） 京橋税務署長は、原告から、本件差押処分３に係る有価証券について、

新たに供託する有価証券と差し替えたいとの要望を受け、平成８年７月１

５日、本件差押処分３を解除し、同年８月５日、原告の滞納国税（本件源

泉所得税１ないし４並びに本件法人税１及び２）を徴収するため、原告が

宅地建物取引業者営業保証金として新たに供託した有価証券（割引国庫債

券３００万円券２枚及び同１００万円券１枚）の取戻請求権（以下「本件

債権４」という。）を差し押さえ（以下「本件差押処分５」という。）、同月

７日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を送達した（乙１０、１

１の１及び２）。 

（13） 京橋税務署長は、平成８年１０月１１日、原告の滞納国税（本件源泉所

得税５ないし１０、本件法人税３及び４並びに前記前提事実（２）ウ（ア）

ないし（キ）の消費税）を徴収するため、本件債権４について、本件差押

処分５の執行機関である同税務署長に対して交付要求を行い（以下「本件

交付要求処分４」という。）、同月１４日、同執行機関に対し、交付要求書

を送達した（乙１２の１及び２）。 

（14） 京橋税務署長は、平成１２年８月２日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税３及び５ないし１１、本件法人税２ないし４並びに前記前提事実（２）
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ウ（ア）ないし（タ）の消費税）を徴収するため、本件債権３を重ねて差

し押えるとともに（以下「本件差押処分６」という。）、同日、原告の滞納

国税（本件源泉所得税５ないし１１、本件法人税３及び４並びに上記の消

費税）を徴収するため、本件債権４を重ねて差し押さえ（以下「本件差押

処分７」という。）、同月４日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書

を送達した（乙１３の１ないし３）。 

（15） 京橋税務署長は、平成１２年８月２日、原告の滞納国税（本件源泉所得

税９ないし１１及び前記前提事実（２）ウ（ク）ないし（タ）の消費税）

を徴収するため、本件債権３について、本件差押処分４の執行機関である

同税務署長に対して交付要求を行うとともに（以下「本件交付要求処分５」

という。）、同日、原告の滞納国税（本件源泉所得税１１及び上記の消費税）

を徴収するため、本件債権４について、本件差押処分５の執行機関である

同税務署長に対して交付要求を行い（以下「本件交付要求処分６」という。）、

同月３日、同執行機関に対し、交付要求書がそれぞれ送達された（乙１４

の１ないし４）。 

（16） 京橋税務署長は、平成２１年１月１５日、本件差押処分１及び本件参加

差押処分を解除した（乙１５の１及び２）。 

（17） 京橋税務署長は、平成２３年１月１３日、原告の滞納国税（前記前提事

実（２）ウ（チ）ないし（ホ）の消費税）を徴収するため、本件債権３及

び４（ただし、原告が行った代供託により有価証券が償還金としての金銭

に変化した後のもの）をそれぞれ差し押さえ（以下、本件債権３に係る差

押えを「本件差押処分８」、本件債権４に係る差押えを「本件差押処分９」

という。）、同月１７日、東京法務局供託官に対し、債権差押通知書を送達

するとともに、同月１３日、本件債権３及び４について、本件差押処分４

及び５の執行機関である同税務署長に対してそれぞれ交付要求を行い、同

月１４日、同執行機関に対し、交付要求書を送達した。 
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上記各差押えに係る差押調書（そのうち本件差押処分９に係る差押調書

の謄本が本件差押調書である。）には、いずれも、「下記の滞納国税・地方

消費税及び滞納処分費を徴収するため、下記の財産を差し押さえましたの

で、国税徴収法第５４条の規定により、この調書を作ります。」との記載が

あり、これらに添付された別紙の滞納税金目録には以下の記載（税目はい

ずれも消費税及び地方消費税）がある。 

ア 納期限を平成１２年１０月３１日とするもの 

延滞税 ５１万３６００円 

イ 納期限を平成１３年５月１日とするもの 

延滞税 ４９万６９００円 

ウ 納期限を平成１３年１０月３１日とするもの 

延滞税 ６６万０６００円 

エ 納期限を平成１４年４月３０日とするもの 

延滞税 ６２万６１００円 

オ 納期限を平成１４年１０月３１日とするもの 

延滞税 ４１万９１００円 

カ 納期限を平成１５年４月３０日とするもの 

延滞税 ５２万８７００円 

キ 納期限を平成１５年１０月３１日とするもの 

延滞税 ２５万９８００円 

ク 納期限を平成１６年４月３０日とするもの 

延滞税 ３１万円 

ケ 納期限を平成１７年１０月３１日とするもの 

延滞税 ２７万５２００円 

コ 納期限を平成１８年１０月３１日とするもの 

延滞税 ２８万０７００円 
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サ 納期限を平成１９年１０月３１日とするもの 

延滞税 １１万２０００円 

シ 納期限を平成２０年１０月３１日とするもの 

本税 １５万４４００円 延滞税 要す 

ス 納期限を平成２１年１１月２日とするもの 

本税 ４２万２６００円 延滞税 要す 

セ 納期限を平成２２年１１月１日とするもの 

本税 ４０万０８００円 延滞税 要す 

（以上につき、乙１６の１ないし３、同１７の１ないし４） 

２ 争点（１）（原告が平成２４年４月以降に源泉所得税等として納付した額）に

ついて 

（１） 国税として納付された金員について、それに対応する租税債務が存在し

ない場合には、国は、これを収納すべき法律上の原因を欠き、公法上の不

当利得の性質を有するものとしてこれを納税者に返還すべきであり、通則

法５６条にいう過誤納金とは、この場合の返還金をいうものである。そし

て、このような過誤納金の性質に鑑みれば、過誤納金請求訴訟における過

誤納金の発生の要件となる事実（国税として納付した額、法律上の原因の

欠如等）については、原告の側がその主張立証責任を負うものと解するの

が相当である。 

（２） 原告は、平成２４年４月以降に源泉所得税等として納付した額は４７２

万０６７４円であると主張するが、当事者間に争いのない４６６万７５５

５円を超える金額の納付（還付金の充当を含む。）がされたことを認めるに

足りる証拠はないから、原告の上記主張は採用することができない。 

したがって、原告が平成２４年４月以降に源泉所得税等として納付した

額は、当事者間に争いのない限度で、４６６万７５５５円であると認める

のが相当である。 
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３ 争点（２）（本件源泉所得税１ないし１１及び本件法人税１の納付義務に係る

消滅時効の成否）について 

（１） 国税徴収権の時効については、通則法第７章第２節に別段の定めがある

場合を除き、民法の規定を準用するものとされているところ（通則法７２

条３項）、差押えにより時効は中断し（民法１４７条２号）、差押えが終了

した時から新たに進行する（同法１５７条１項）。そして、差押えの解除は、

その取消しと異なり、差押えによる処分禁止の効力を将来に向かってのみ

失わせるものであるから、差押えによる時効中断の効力は差押えの解除の

時まで継続するものと解するのが相当である。また、国税徴収権の時効は、

納税の告知、納税の督促又は交付要求によっても中断し、納税の告知に指

定された納期限を経過した日、督促状等を発した日から起算して１０日を

経過した日又は交付要求がされている期間を経過した日から、それぞれ新

たに進行する（通則法７３条１項３号ないし５号）。 

（２） 以上を前提に、前記前提事実及び上記１の認定事実を踏まえ、本件源泉

所得税１ないし１１及び本件法人税１の納付義務に係る消滅時効の成否に

ついて検討する。 

ア 本件源泉所得税１、２及び４について 

本件源泉所得税１、２及び４の徴収権の消滅時効は、各法定納期限（本

件源泉所得税１につき昭和５９年７月１０日及び昭和６０年１月１０日、

同２につき同年７月１０日、同４につき昭和６１年１月１０日）の翌日か

ら進行し、納税の告知により中断した後、その告知に指定された納期限（本

件源泉所得税１及び２につき昭和６０年９月３０日、同４につき昭和６１

年７月２日）の翌日から新たに進行しているところ、納税の督促（本件源

泉所得税１及び２につき昭和６０年１０月１７日付け、同４につき昭和６

１年７月１８日付け）により再度中断し、その日から起算して１０日を経

過した日の翌日から新たに進行している。その後、上記の消滅時効は、本



 21 

件差押処分１（昭和６３年１１月１５日送達）により再度中断し、同差押

処分が平成２１年１月１５日付けで解除される前に本件差押処分４（平成

８年６月１７日送達）及び本件差押処分５（平成８年８月７日送達）がさ

れており解除されていないため、これらの後続の差押処分の効力により、

現在に至るまで中断した状態が継続している。したがって、本件源泉所得

税１、２及び４の納付義務は、いずれも時効により消滅していない。 

イ 本件源泉所得税３について 

本件源泉所得税３の徴収権の消滅時効は、法定納期限（昭和６０年７月

１０日）の翌日から進行し、納税の告知により中断した後、告知に指定さ

れた納期限（平成元年７月５日）の翌日から新たに進行しているところ、

納付の督促（同年８月１日付け）により再度中断し、その日から起算して

１０日を経過した日の翌日から新たに進行している。その後、上記の消滅

時効は、本件差押処分３（平成２年４月２５日送達）により再度中断し、

同差押処分が平成８年７月１５日付けで解除される前に本件参加差押処

分（平成７年８月１４日送達）がされ、同参加差押処分が平成２１年１月

１５日付けで解除される前に本件差押処分５（平成８年８月７日送達）及

び本件差押処分６（平成１２年８月４日送達）がされており解除されてい

ないため（なお、本件交付要求処分３（平成８年６月２７日送達）もされ

ている。）、これらの後続の差押処分等の効力により、現在に至るまで中断

した状態が継続している。したがって、本件源泉所得税３の納付義務は、

時効により消滅していない。 

ウ 本件源泉所得税５、６及び８について 

本件源泉所得税５、６及び８の徴収権の消滅時効は、各法定納期限（本

件源泉所得税５につき平成４年７月１０日、同６につき平成５年１月１１

日、同８につき平成６年１月１０日）の翌日から進行し、納税の告知によ

り中断した後、その告知に指定された納期限（本件源泉所得税５につき平
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成４年９月３０日、同６につき平成５年３月２６日、同８につき平成６年

７月２９日）の翌日から新たに進行しているところ、納税の督促（本件源

泉所得税５につき平成４年１０月２２日付け、同６につき平成５年４月２

８日付け、同８につき平成６年８月３０日付け）により再度中断し、その

日から起算して１０日を経過した日の翌日から新たに進行している。その

後、上記の消滅時効は、本件交付要求処分１及び２（いずれも平成７年８

月１１日送達）により再度中断し、本件交付要求処分１及び本件交付要求

処分２が平成８年６月５日及び同年７月１５日に効力を失う前に本件参

加差押処分（平成７年８月１４日送達）がされ、同参加差押処分が平成２

１年１月１５日付けで解除される前に本件差押処分６及び７（いずれも平

成１２年８月４日送達）がされており解除されていないため（なお、本件

交付要求処分３（平成８年６月２７日送達）及び４（同年１０月１４日送

達））もされている。）、これらの後続の差押処分等の効力により、現在に

至るまで中断した状態が継続している。したがって、本件源泉所得税５、

６及び８の納付義務は、いずれも時効により消滅していない。 

エ 本件源泉所得税７について 

本件源泉所得税７の徴収権の消滅時効は、法定納期限（平成５年７月１

２日、平成６年７月１１日、平成７年１月１０日及び同年７月１０日）の

翌日から進行し、納税の告知により中断した後、その告知に指定された納

期限（平成７年１２月２８日）の翌日から新たに進行しているところ、納

税の督促（平成８年１月２６日付け）により再度中断し、その日から起算

して１０日を経過した日の翌日から新たに進行している。その後、上記の

消滅時効は、本件交付要求処分３（同年６月２７日送達）により再度中断

し、その後に本件差押処分６及び７（いずれも平成１２年８月４日送達）

がされており解除されていないため（なお、本件交付要求処分４（平成８

年１０月１４日送達）もされている。）、これらの差押処分等の効力により、
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現在に至るまで中断した状態が継続している。したがって、本件源泉所得

税７の納付義務は、時効により消滅していない。 

オ 本件源泉所得税９及び本件源泉所得税１０について 

本件源泉所得税９及び１０の徴収権の消滅時効は、各法定納期限（本件

源泉所得税９について平成７年７月１０日、同１０について平成８年１月

１０日）の翌日から進行し、納税の告知により中断した後、その告知に指

定された納期限（本件源泉所得税９について同年３月２８日、同１０につ

いて同年７月２６日）の翌日から新たに進行しているところ、納税の督促

（本件源泉所得税９について同年６月２６日付け、同１０について同年８

月２９日付け）により再度中断し、その日から起算して１０日を経過した

日の翌日から新たに進行している。その後、上記の消滅時効は、本件交付

要求処分４（同年１０月１４日送達）により再度中断し、その後に本件差

押処分６及び７（いずれも平成１２年８月４日送達）がされており解除さ

れていないため（なお、本件交付要求処分５（平成１２年８月３日送達）

もされている。）、これらの差押処分等の効力により、現在に至るまで中断

した状態が継続している。したがって、本件源泉所得税９及び１０の納付

義務は、いずれも時効により消滅していない。 

カ 本件源泉所得税１１について 

本件源泉所得税１１の徴収権の消滅時効は、法定納期限（平成８年７月

１０日）の翌日から進行し、納税の告知により中断した後、その告知に指

定された納期限（同年１２月２７日）の翌日から新たに進行しているとこ

ろ、納税の督促（平成９年１月２９日付け）により再度中断し、その日か

ら起算して１０日を経過した日の翌日から新たに進行している。その後、

上記の消滅時効は、本件交付要求処分５及び６（いずれも平成１２年８月

３日送達）により再度中断し、その後に本件差押処分６及び７（いずれも

平成１２年８月４日送達）がされており解除されていないため、これらの
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差押処分等の効力により、現在に至るまで中断した状態が継続している。

したがって、本件源泉所得税１１の納付義務は、時効により消滅していな

い。 

キ 本件法人税１について 

本件法人税１の徴収権の消滅時効は、法定納期限（昭和６３年１０月３

１日）の翌日から進行しているところ、納税の督促（同年１１月２５日付

け）により中断し、その日から起算して１０日を経過した日の翌日から新

たに進行している。その後、上記の消滅時効は、本件差押処分２（平成元

年１月２０日送達）により再度中断し、同差押処分が平成８年６月５日に

解除される前に本件参加差押処分（平成７年８月１４日送達）がされ、同

参加差押処分が平成２１年１月１５日に解除される前に本件差押処分４

（平成８年６月１７日送達）及び本件差押処分５（同年８月７日送達）が

されており解除されていないため、これらの後続の差押処分の効力により、

現在に至るまで中断した状態が継続している。したがって、本件法人税１

の納付義務は、時効により消滅していない。 

（３） 以上によれば、本件源泉所得税１ないし１１及び本件法人税１の納付義

務は、いずれも時効により消滅したとは認められない。 

４ 争点（３）（本件源泉所得税１ないし１１の納付義務に係る免除の可否等）に

ついて 

（１） 租税の賦課及び徴収は、必ず法律の根拠に基づいて行わなければならず

（租税法律主義）、税負担の公平を維持するため、税法の執行に当たっては、

不正の介入を排除し、納税者間の取扱いを統一することが求められる。こ

のような租税に係る要請からすれば、租税法規は強行法規であり、租税法

規の定める課税要件を充足する限り、租税行政庁は、当該租税法規で定め

られたとおりの税額を徴収しなければならないというべきである（いわゆ

る合法性の原則）。したがって、租税行政庁は、租税法規に減免の根拠とな
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る特別の規定がない限り、租税の減免を行うことは許されず、租税法規の

要件を充足することにより既に発生した租税債権について納税義務者との

間でその減免をする旨の合意をしたとしても、租税債権の存否及び額に何

らの消長を来すものではなく、私法法規である民法の免除の規定（５１９

条）によって上記の公法上の規律に反して租税債権の全部又は一部の消滅

の効果を生ずる余地はないものと解するのが相当である。 

（２） これを本件についてみるに、本件源泉所得税１ないし１１の納税義務に

ついて、租税法規に本件の事案において適用の対象となり得るような減免

の根拠となる特別の規定があるとは認められないから、租税行政庁が本件

源泉所得税１ないし１１について減免をすることは許されない。 

この点につき、原告は、所轄税務署職員の原告に対する約束により、本

件源泉所得税１ないし１１について納税義務が免除された旨主張するが、

以上に説示したところによれば、仮にそのような約束があったとしても、

本件源泉所得税１ないし１１に係る租税債権の存否及び額に何ら影響が及

ぶ余地はないから、上記約束の有無について判断するまでもなく、原告の

上記主張は採用の限りではない。 

（３） 以上によれば、本件源泉所得税１ないし１１の納付義務は、いずれも免

除により消滅したとは認められない。 

５ 争点（４）（平成１１年度以前の源泉所得税等の納付義務に係る滞納処分の執

行の停止の有無）について 

（１） 原告は、原告の平成１１年度以前の源泉所得税等について、滞納処分の

執行の停止（徴収法１５３条１項）がされ、本件差押調書の送達によりそ

の通知（同条２項）がされたものであり、また、差押調書には滞納してい

る国税の全部が記載されるところ、本件差押調書に平成１１年度以前の源

泉所得税等が記載されていないことは、その納付義務が消滅していること

を示すものであって、原告の平成１１年度以前の源泉所得税等の納付義務
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は、滞納処分の執行の停止から３年の期間の経過により消滅した旨主張す

る。 

しかしながら、前記認定事実（17）によれば、本件差押調書は、「国税徴

収法５４条の規定により、この調書を作ります。」と明記されているとおり、

徴収法５４条の規定により作成された差押調書であることは明らかであり、

これをもって徴収法１５３条２項に基づく滞納処分の執行の停止の通知が

されたとは認められない。そして、徴収法５４条に基づく差押調書には、

当該差押えの対象とされた国税の年度、税目、納期限及び金額が記載され

るべきものとされており（徴収法施行令２１条１項２号）、当該差押えを受

けた滞納者の滞納している国税の全てを記載するものとはされておらず、

本件差押調書に記載されるべき滞納国税は、本件差押処分９の対象とされ

た納期限を平成１２年１０月３１日以後とするものに限られるのであるか

ら、本件差押調書に平成１１年度以前の源泉所得税等が記載されていない

ことをもって、平成１１年度以前の源泉所得税等の納付義務が消滅してい

ることを示すものとはいえない。 

そして、他に、原告の平成１１年度以前の源泉所得税等について徴収法

１５３条１項に基づく滞納処分の執行の停止がされた事実を認めるに足り

る証拠はない（なお、前記認定事実（10）ないし（17）のとおり、所轄税

務署長は、平成２３年１月の時点で、納期限が平成１２年８月１２日以前

の源泉所得税等につき、これらを徴収するため、価額合計１０００万円の

本件債権３及び４（ただし、原告がした代供託により有価証券が償還金と

しての金銭に転化した後のもの）について差押処分又は交付要求をしてお

り、本件証拠上、他にこの価額を超える額の上記源泉所得税等に優先する

債権があるとは認められないことに照らすと、原告について、滞納処分の

執行をすることができる財産がなかったとは認められないから、本件指針

にいう停止相当事案に該当するものではなく、かえって徴収法１５３条１
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項１号所定の要件を欠いていたものとみるのが相当であり、そもそも平成

１１年度以前の源泉所得税等について滞納処分の執行の停止をすることが

可能であったとも認められない。）。 

（２） 以上によれば、原告の平成１１年度以前の源泉所得税等について、本件

差押調書の作成及び送達をもって滞納処分の執行の停止及びその通知がさ

れたとは認められず、その送達から３年の期間の経過により納付義務が消

滅したとは認められない。 

６ 以上に説示したところによれば、平成２４年４月以降に源泉所得税等として

納付した額（４６６万７５５５円）について、法律上の原因（納付義務）がな

かったとは認められないから、原告は被告に対しその全部又は一部を過誤納金

として返還請求することはできないものというべきである。 

第４ 結論 

以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、

主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官   岩井 伸晃 

裁判官   武見 敬太郎 

裁判官   藤野 真歩子 
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（別紙）

　平成２４年４月以降の滞納税金

税目 課税年度 徴収決定区分 納期限 本税 加算税
納税日
までの
延滞日数

延滞税

消費税及び地方消費税 12.9.1-13.8.31 中間 13.5.1 496900

消費税及び地方消費税 同上 確定 13.10.31 660600

消費税及び地方消費税 13.9.1-14.8.31 中間 14.4.30 626100

消費税及び地方消費税 同上 確定 14.10.31 419100

消費税及び地方消費税 14.9.1-15.8.31 中間 15.4.30 528700

消費税及び地方消費税 同上 確定 15.10.31 259800

消費税及び地方消費税 15.9.1-16.8.31 中間 16.4.30 310000

消費税及び地方消費税 16.9.1-17.8.31 確定 17.10.31 275200

消費税及び地方消費税 17.9.1-18.8.31 確定 18.10.31 280700

消費税及び地方消費税 18.9.1-19.8.31 確定 19.10.31 112000

消費税及び地方消費税 19.9.1-20.8.31 確定 20.10.31 125600

消費税及び地方消費税 20.9.1-21.8.31 確定 21.11.2 86300

消費税及び地方消費税 21.9.1-22.8.31 確定 22.11.1 44000

消費税及び地方消費税 22.9.1-23.8.31 確定 23.10.31 17800

合計 4242800

納期等の区分


